
 
 

 

保国発 1223 第２号 

令和７年 12月 23日 

 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長 殿 

 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和７年度国民健康保険組合特別調整補助金 

（保険者機能強化分）の交付基準について 

 

 

 「国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令」（昭和 47年厚

生省令第 11号）第 15条第１項「その他特別の事情」に基づき交付する「保険者機能

強化分」の交付基準を別紙のとおり定めたので通知する。 

 ついては、貴管内国民健康保険組合への周知及び指導方よろしくお願いしたい。 


